
令和８年度京極町会計年度任用職員　募集要項 

 

１　会計年度任用職員制度について 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、令和２年４月１日から臨時・非常勤職員制

度が見直され、会計年度任用職員制度が創設されました。会計年度任用職員とは、地方公務員

法第２２条の２の規定に基づき、一会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を超えない

範囲内で勤務する職員のことです。京極町では、会計年度任用職員を募集します。 

 

２　任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までのうち必要な期間 

 

３　募集職種・公募数・受験資格 

任用を希望する方は、別紙「令和８年度京極町会計年度任用職員募集職種一覧」をご確認く

ださい。 

以下に該当する方は応募できません。 

◎禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

◎京極町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

◎日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４　申込方法 

令和８年３月１３日（金）までに別紙「令和８年度京極町会計年度任用職員募集職種一

覧」に記載の提出先に「５ 提出書類」を持参（開庁日の８時３０分から１７時３０分まで）

又は郵送により提出してください。 

※郵送の場合は、封筒に朱書きで「会計年度任用職員応募書類在中」と記載してください。 

 

５　提出書類 

◎京極町会計年度任用職員申込書（写真添付） 

◎資格を証する書類の写し（資格を必要とする職の場合） 

※提出書類及び面接試験時に取得した個人情報は、選考以外の目的には使用しません。 

※提出された書類はいかなる理由によっても一切返却しません。 

 

６　選考方法 

◎書類選考　◎面接 

 

７　勤務条件 

業務内容、勤務場所、任用期間、勤務日数、勤務時間等については「令和８年度京極町会計

年度任用職員募集職種一覧」をご覧ください。 

 

 



８　給料・報酬 

「令和８年度京極町会計年度任用職員募集職種一覧」をご覧ください。 

 

９　期末手当 

次の要件をすべて満たす場合は、６月と１２月に支給します。 

①６月１日と１２月１日にそれぞれ在籍 

②週あたり１５時間３０分以上勤務 

③任期が６か月以上 

 

10　費用弁償（通勤費用） 

距離及び通勤回数に応じて支給します。 

 

11　労働保険 

労働者災害補償保険又は非常勤職員の公務災害補償が適用されます。 

 

12　社会保険・雇用保険 

《社会保険等》次の要件のいずれかに当てはまる場合は、市町村職員共済及び厚生年金に加

入します。 

①  週２０時間を超えて勤務する者 

②  任期２ヶ月以上、月額８８，０００円以上勤務する者 

《雇 用 保 険》任期１ヶ月以上かつ週２０時間以上勤務する場合は、雇用保険に加入しま

す。 

 

13　休暇 

週の勤務時間や年間の勤務日数に応じた年次有給休暇と夏季休暇、忌引き休暇などの特別休

暇があります。 

 

14　服務・人事評価 

服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義

務、職務専念義務、政治的行為の制限、人事評価制度、分限・懲戒処分の対象となります。 

 

15　時間外勤務 

職種により時間外勤務を命じる場合があります。この場合、時間外勤務手当（時間外勤務報

酬）を支給します。 

 

16　問い合わせ先 

（１）会計年度任用職員制度、募集案内に関するお問い合わせ 

総務課　0136-42-2111 

（２）募集の職種、勤務時間、勤務内容等に関するお問い合わせ 

「令和８年度京極町会計年度任用職員募集職種一覧」に記載された担当課


